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寒
波
が
来
て
気
温
が

マ
イ
ナ
ス
４
℃
以
下
に

な
る
と
水
道
管
が
凍
結

し
や
す
く
な
り
、
水
が

出
な
く
な
っ
た
り
破
裂

し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

お
宅
の
水
道
管
は
大

丈
夫
で
す
か
？
寒
波
が

到
来
す
る
前
に
、
保
温

材
な
ど
で
の
防
寒
措
置

を
お
勧
め
し
ま
す
。

■
凍
結
し
や
す
い

　

水
道
管

   

　

家
の
北
側
で
陽
の
当

た
ら
な
い
場
所
や
、
風
当
た
り
の

強
い
場
所
に
あ
る
水
道
管
、
ま
た

は
屋
外
で
む
き
出
し
に
な
っ
て
い

る
水
道
管
は
特
に
注
意
が
必
要
で

す
。

■
防
寒
措
置
の
方
法

　

水
道
管
が
む
き
出
し
に
な
っ
て

い
る
部
分
や
蛇
口
部
分
は
破
裂
し

や
す
い
の
で
、
上
部
ま
で
完
全
に

保
温
材
を
巻
き
つ
け
、
さ
ら
に
保

温
材
の
上
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
を

巻
い
て
、
保
温
材
が
濡
れ
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
温
材
は
市
販
の
物
も
あ
り
ま

す
が
、
身
近
な
物
と
し
て
毛
布
や

布
で
代
用
で
き
ま
す
。

■
水
道
管
が
凍
っ
て
し
ま
っ
た
ら

　

水
道
管
に
タ
オ
ル
や
布
を
か
ぶ

せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
ま

ん
べ
ん
な
く
か
け
な
が
ら
、
ゆ
っ

く
り
気
長
に
溶
か
し
て
く
だ
さ
い
。

急
に
熱
湯
を
か
け
る
と
水
道
管
や

蛇
口
が
破
裂
し
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
も
水
が
出
な
い
場
合
は
、

蛇
口
を
閉
め
て
自
然
に
溶
け
る
の

を
待
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

　

水
の
噴
出
を
止
め
る
た
め
に
宅

地
内
の
止
水
栓
を
閉
め
、
市
指
定

工
事
業
者
ま
た
は
上
水
道
組
合
に

修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

止
水
栓
の
場
所
が
分
か
ら
な
い

場
合
に
は
、
破
裂
し
た
部
分
に
タ

オ
ル
や
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど
で

応
急
処
置
を
し
て
修
理
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
敷
地
内
の
給
水
管
か
ら

蛇
口
ま
で
の
水
道
施
設
の
修
理
に

か
か
る
費
用
は
、
所
有
者
の
負
担

と
な
り
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も

水
道
管
の
凍
結
に
は
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
年
末
年
始
の
修
理
は
左
表
の
指

定
業
者
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

◇
上
下
水
道
課
水
道
管
理
担
当

（
内
線
６
１
６
）

◇
上
水
道
組
合

☎
２
２
ー
３
１
３
６

水道管には凍結防止対策を！
寒波は水道管にとって大敵です

日　付 指定業者名 電　話

12 月 27 日（土）㈱ヤザキ工業 055-285-3131

12 月 28 日（日）
山本管工業㈲ 22-4430

12 月 29 日（月）

12 月 30 日（火）
菊島設備㈱ 22-0382

12 月 31 日（水）

 1 月 1 日（木）
細田設備 27-2214

 1 月 2 日（金）

 1 月 3 日（土）
㈱日設管興 23-1238

 1 月 4 日（日）

  

恵
ま
れ
た
韮
崎
の
自
然
環
境

の
中
で
暮
ら
し
を
始
め
た
い
と

い
う
、
都
会
の
方
か
ら
の
要
望

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
望
に

応
え
、
使
わ
れ
ず
に
眠
っ
て
い

る
空
き
家
（
空
き
家
・
敷
地
）

を
有
効
活
用
し
地
域
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、
売
買
・
賃
貸
を

希
望
す
る
方
に
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
広
報
な
ど
の
様
々
な
方
法

で
物
件
を
紹
介
す
る
「
空
き
家

バ
ン
ク
」
制
度
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
紹
介
で
き
る
登
録

物
件
が
少
な
く
、
希
望
者
の
要

望
に
応
え
ら
れ
て

い
な
い
の
が
現
状

で
す
。

　

地
域
を
活
性
化

し
、
活
力
あ
る
韮

崎
市
を
築
い
て
い

く
た
め
、〝
売
っ
て
も
い
い
〞〝
貸

し
て
も
い
い
〞
と
い
う
物
件
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

空
き
家
を
「
貸
し
た
い
方
」「
売
り
た
い
方
」

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
ま
せ
ん
か
？

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
５
７
）

　

〈http://w
w
w
.city.nirasaki.lg.jp/ 

kurashi/juutaku/akiya.htm

〉

　
定額給付金をよそおった

「振り込め詐欺」にご注意 !!

　定額給付金の給付については、現在、
国（総務省）で検討されています。
　まだ、市民の皆さんへの連絡や給付を
行う段階ではありません。
　給付金の給付をよそおった「振り込め
詐欺」や「個人情報詐取」の被害が心配
されますので、ご注意ください。
　ご自宅や職場などに市や総務省（の職
員）をかたった電話がかかってきたり、
郵便が届いたりしたら市企画財政課また
は韮崎警察署へご連絡ください。

◆企画財政課企画推進担当  
　　（内線　３５５～３５７）

◆韮崎警察署                                 　
　☎２２－０１１０
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１
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
作

成
す
る
農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
は
、

本
人
か
ら
１
月
10
日
ま
で
に
提
出

さ
れ
た
申
請
書
に
よ
り
作
成
さ
れ
、

縦
覧
を
経
て
３
月
31
日
に
確
定
し

ま
す
。

  

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
は
、
登
録

漏
れ
、
選
挙
権
の
な
い
者
の
登
録
、

二
重
登
録
等
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ

れ
ま
す
。
３
月
31
日
に
確
定
さ
れ

る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
い

場
合
は
、
農
業
委
員
の
選
挙
に
投

票
す
る
こ
と
や
リ
コ
ー
ル
請
求
す

  

市
で
は
、
大
学
や
短
大
、
各
種

専
門
学
校
に
進
学
を
希
望
し
て
い

る
方
を
対
象
に
育
英
奨
学
金
制
度

を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
資
格
要
件

◇
大
学
生
、
短
大
生
及
び
各
種
専

門
学
校
生

◇
学
業
、
人
物
が
優
れ
、
か
つ
健

康
な
者

◇
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
者

◇
市
内
に
住
所
の
あ
る
者
の
子
弟

■
貸
付
額　
　

年
額
24
万
円

■
貸
付
期
間

　

原
則
、
決
定
時
か
ら
在
学
す
る

学
校
の
最
短
修
業
年
限
ま
で

■
奨
学
金
の
返
還

　

10
年
以
内
年
賦
返
済　

無
利
子

■
申
込
書
類

　

教
育
課
学
校
教
育
担
当
窓
口
、

及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入

手
で
き
ま
す
。

■
申
込
期
間

　

１
月
５
日
（
月
）
〜

　
　
　
　
　
　

３
月
19
日
（
木
）

■
お
問
い
合
わ
せ

大
学
・
専
門
学
校
等
へ
の
就
学
支
援

韮
崎
市
育
英
奨
学
金
制
度

　

教
育
課
学
校
教
育
担
当

 

（
内
線
２
６
３
・
２
６
４
）

http
://w
w
w
.city.nirasaki.lg

.jp
/

m
anab

u/kyo
uiku/sho

ug
akukin.

htm

　毎月納めていますか！国民年金。
　国民年金保険料は、社会保険庁から送付さ
れる「納付書」で、お支払いいただいていま
すが、その納付書で一括前納すると割引され
ます。
　さらに、一括前納を口座振替にすると割引
額が多くなります。また、一括前納でなくて
も、月々の口座振替を早割（当月保険料の当
月末引落し）にしても割引がありますので、
国民年金保険料の納付には、「口座振替」を
ぜひご利用ください。

■お問い合わせ
◇竜王社会保険事務所（代表）
☎０５５ー２７８ー１１０４

国民年金は老後の土台です ! 

　農業委員会選挙人名簿
　　　　の縦覧が行われます

　

　平成２１・２２年度競争入札参加資格審査の申請を
受け付けます。申請を希望される業者の方は、次の
期間までに申請をしてください。　
  詳細については、韮崎市ホームページの行政情報
【入札・契約】をご覧ください。

■受付期間（※郵送の場合は必着）
　１月５日（月）　～１月３０日（金）
　
■お問い合わせ
　総務課契約管財担当（内線３３７・３３８）

平成21・22年度の競争入札
　　参加資格審査申請受付

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
縦
覧
期
間
・
時
間

　

２
月
23
日
〜
３
月
９
日

　

８
時
30
分
〜
17
時
30
分

■
場
所

　

韮
崎
市
役
所
３
階　

総
務
課

■
お
問
い
合
わ
せ

　

韮
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　

（
市
総
務
課
内
）

　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
３
３
）

   市では果樹共済加入金の１／３を補助します。
また、果樹農家の果樹共済への全戸加入を推進して
います。ぶどう・もも・すもも・りんごについては
掛金負担が、下記の割合で軽減されます。
　災害に備え、果樹共済に加入しましょう。

果樹共済へ加入   
      しましょう！

※ 3年間無事故の場合は「無事戻し制度」により掛金の

１／３が戻ります。 

■お問い合わせ
○農林課農林振興担当（内線　２２３・２２４）
○北巨摩農業共済組合  ☎２３－１１１１

韮
崎
市
育
英
奨
学
金
制
度

こ
の
制
度
は
、
平
成
６
年
に
若

宮
二
丁
目
在
住
の
渡
邊
勇
三
さ

ん
（
故
人
・
元
進
学
塾
渡
辺
の

門
経
営
）
か
ら
、
市
に
寄
付
さ

れ
た
７
千
万
円
を
原
資
と
し
「
韮

崎
市
育
英
奨
学
基
金
」
を
設
立
、

こ
の
基
金
を
活
用
し
た
奨
学
金

で
す
。
平
成
20
年
度
ま
で
に
55

名
の
方
が
３
、
６
３
６
万
円
の

奨
学
金
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
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　今 月 の 納 税
税　目 納期限

 市県民税　　   　　　　第４期
  

２月２日（月） 国民健康保険税　　   　第７期

後期高齢者医療保険料　第７期

　■お問い合わせ　収納課（内線１６３～１６６）

「口座からの引き落としは１月３０日（金）」

■
控
除
額

　　

控
除
額
は
、
次
の
Ａ
か
ら
Ｂ
を

差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

Ａ
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
少
な

い
金
額

①
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
可
能
額

②
税
源
移
譲
「
前
」
の
税
率
で
算

出
し
た
所
得
税
額
（
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
前
の
金
額
）

Ｂ
税
源
移
譲
「
後
」
の
税
率
で
算

出
し
た
所
得
税
額
（
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
前
の
金
額
）

　

控
除
額
が
０
円
を
下
回
る
場

合
、
こ
の
申
告
は
不
要
で
す
。

税務課からの
　お知らせです確

定
申
告
の
前
に

「
譲
渡
の
お
尋
ね
」
を

　

土
地
・
建
物
な
ど
の

資
産
を
売
っ
て
得
た
所

得
は
「
譲
渡
所
得
」
と

し
て
、
確
定
申
告
が
必

要
に
な
り
ま
す
。（
金

銭
の
や
り
取
り
が
な

く
、
土
地
・
建
物
な
ど

の
資
産
を
交
換
し
た
場

合
に
つ
い
て
も
、
同
様

に
確
定
申
告
を
し
な
け

れ
ば
、
税
法
上
の
特
例

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。）

　

譲
渡
所
得
に
は
多
く
の
特
別
措

置
が
あ
る
た
め
、
市
で
は
土
地
・

建
物
な
ど
を
譲
渡
ま
た
は
交
換
し

た
方
を
対
象
に
、
あ
ら
か
じ
め
確

定
申
告
の
前
に
、
そ
の
準
備
調
査

と
し
て
「
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
」

の
作
成
な
ど
に
関
す
る
相
談
を
行

っ
て
い
ま
す
。（
ケ
ー
ス
に
よ
っ

て
は
直
接
税
務
署
に
相
談
し
て
い

た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
）

土地・建物を売ったときは
確定申告が必要です！！

確
定
申
告
の
時
に

　

相
談
で
は
ダ
メ
で
す
か
？

　

確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場

が
混
雑
す
る
た
め
、
譲
渡
所
得
の

相
談
を
お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の「
譲
渡
の
お
尋
ね
」

を
受
け
て
い
な
い
方
に
つ
い
て

は
、２
月
か
ら
行
わ
れ
る
市
の「
確

定
申
告
相
談
・
受
付
」
で
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
直
接
税
務
署
に
申
告
さ

れ
る
方
、
税
理
士
な
ど
に
依
頼
さ

れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
来
場
し
て

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）

　

平
成
11
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

18
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
居
住

を
開
始
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、
税

源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合

は
、
毎
年
「
税
額
控
除
申
告
書
」

を
３
月
15
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
、
翌
年
度
の
住
民
税
か

ら
控
除
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

日 　 時 １月20日（火）・２１日（水）
９：００～１６：００（昼休みを除く）

会 　 場 市役所１階　防災会議室　※変更の場合有

対 象 者

土地・建物等を譲渡したり交換された方
※市から通知しますが、通知の有無に関
わらず土地等の譲渡があった方はおい
でください。

持参する
もの

売買契約書、売買に係る費用の領収書、
印鑑

　
※
毎
年
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

■
手
続
き
方
法

　

毎
年
３
月
15
日
（
21
年
は
３
月

16
日
）
ま
で
に
、
右
の
と
お
り
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

申
告
書
は
市
役
所
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。）　 　 必要書類 提出先

確定申告を
する方

・確定申告書
・住宅借入金等特別
税額控除申告書

・税務署もしくは税務課市
民税担当（確定申告受付時）

確定申告を
しない方

・住宅借入金等特別
税額控除申告書（源
泉徴収票添付）

・税務課市民税担当

住民税からの
住宅借入金控除は
毎年申告が
必要です！
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従
業
員
の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を

実
施
し
て
い
な
い
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

○
従
業
員
の
方
に
と
っ
て
年
４
回

納
付
の
普
通
徴
収
は
負
担
感
が

あ
り
ま
す
が
、
特
別
徴
収
は
年

12
回
と
な
る
た
め
、
１
回
当
た

り
の
負
担
が
軽
く
な
り
ま
す

◆
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
の
実

施
に
つ
い
て

　

「
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
」

と
は
、
給
与
の
支
払
者
（
事
業

主
）
が
個
人
に
代
わ
っ
て
、
市
区

町
村
か
ら
通
知
さ
れ
た
給
与
所
得

者
（
個
人
）
ご
と
の
税
額
を
毎
月

の
給
与
か
ら
差
し
引
き
、
事
業
所

が
納
税
義
務
者
と
な
っ
て
、
そ
の

翌
月
の
10
日
ま
で
に
市
区
町
村
へ

納
入
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

地
方
税
法
や
市
の
条
例
に
よ

り
、
給
与
所
得
者
の
個
人
住
民
税

は
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。（
特
別
徴
収
の
方
法
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
者
を
除
き
ま

す
。）
確
実
な
住
民
税
の
徴
収
の

た
め
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

◆所定の手続きをお願いします◆

　軽自動車税は、毎年４月１日時点の所有者に課税

されます。

　軽自動車などを売ったり、譲ったり、廃車にした

ときは必ず所定の手続きをしてください。転出や転

入をしたときも早めに手続きをお願いします。

　軽自動車税は、４月１日までに廃車の手続きをす

ると、新年度分（平成２１年度分）の税金はかかり

ません。また、他人に譲ったときの名義変更手続き

も４月１日までにすると、新年度分の税金は前の所

有者にはかかりません。

　４月２日以降に廃車や名義変更の手続きをして

も、軽自動車税は月割り制度がありませんので、そ

の年度の税金をお返しできません。ご注意ください。

◆手続き場所◆

　車両の種類ごとに、次のとおり手続き場所が異

なりますのでご注意ください。

【軽自動車、軽二輪車】

◆山梨県軽自動車協会

☎０５５ー２６２ー７５４８

【小型二輪】

◆山梨運輸支局

☎０５０ー５５４０ー２０３９

【原動機付自転車、

　ミニカー、小型特殊自動車】

◆税務課市民税担当

　（内線１５３～１５５）

■お問い合わせ

　税務課市民税担当

　（内線１５３～１５５）

■
特
別
徴
収
の
手
続
き
方
法

　

（
図
1
参
照
）

◇
手
順
①

　

給
与
支
払
報
告
書
に
「
特
別
徴

収
希
望
」
と
記
し
１
月
31
日
（
21

年
は
２
月
２
日
）
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
支
払
報
告
書
の

作
成
に
つ
い
て
は
先
月
の
広
報
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。）

◇
手
順
②
・
③

　

５
月
31
日
ま
で
に
市
か
ら
、
納

付
書
及
び
事
業
所
あ
て
・
従
業
員

あ
て
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
従
業
員
あ
て
の
通
知
を
配
布

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
手
順
④
・
⑤

　

通
常
、
特
別
徴
収
税
額
の
合
計

額
の
12
分
の
１
の
金
額
を
、
６
月

か
ら
翌
年
５
月
ま
で
に
毎
月
支
払

う
給
与
か
ら
徴
収
し
、
徴
収
し
た

月
の
翌
月
10
日
ま
で
に
市
へ
納
入

し
ま
す
。
そ
の
際
は
送
付
し
た
納

付
書
を
使
用
し
ま
す
。

■
特
別
徴
収
す
る
と
…

○
従
業
員
の
方
が
金
融
機
関
に
出

向
く
手
間
が
省
け
ま
す

○
給
与
か
ら
直
接
徴
収
さ
れ
る
た

め
、
個
人
の
納
税
忘
れ
に
よ
り

延
滞
金
を
徴
収
さ
れ
る
な
ど
の

事
態
を
避
け
ら
れ
ま
す　
　
　

税務課からの
　お知らせです

軽自動車の廃車届・
名義変更は３月31日
までに

［図１］


